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お知らせお知らせ

薬王寺道（古道）
ウォーキング参加者募集

【お申込み・お問い合わせ】
美波町観光協会　☎77-1875（FAX可）

Mail：minami.kankou.kame@gmail.com

募

へんろ道（古道）としては国の史跡に認定され
た阿南市の「いわや道、かも道」が良く知られ
ていますが、美波町内にも薬王寺道（古道）が残っ
ています。
美波町観光協会では令和4年 2月 20日（日）に、
薬王寺道（古道）を歩くイベントを企画しました。
美波町に眠る古道を一緒に歩いてみませんか。

〇日時　：2月 20日（日）　９時３０分～

〇集合　：JR木岐駅

〇行程　：�木岐駅出発～木岐白浜（四国の道、

俳句の道経由）～県道～日和佐田井

～小田坂峠（古道）～北河内駅（解散）

〇距離　：約 7km

〇参加費：500 円

※ 2月 13日までにお申し込みください。
※�木岐駅には駐車場がないため、なるべく公共
交通機関をご利用ください。
※�保険適用のため参加者氏名、連絡先、生年月
日をお聞きしますが、これらの情報は保険以
外には使用いたしませんのでご了承下さい。
※�登山用軽装服、弁当、お飲み物は各人でご持
参ください。
※雨天の場合は中止いたします。

クロスボウ（通称：ボウガン）は
所持禁止になります 

銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁
止・許可制となります。改正法の施行後、不法
に所持した場合、罪に問われます（3年以下の
懲役又は 50万円以下の罰金）。改正法は、令和
4年 3月 15 日に施行されます。詳しくは、牟
岐警察署にお問い合わせください。

i

【お問い合わせ】
牟岐警察署　☎ 0884-72-0110

昭和南海地震から 75 年i

●令和３年度美波町自主防災会連合会
　「避難所開設・運営訓練研修会」を開催
11月 28日（日）美波町由岐公民館で、令和３年度美
波町自主防災会連合会『避難所開設・運営訓練研修会』
を開催いたしました。
第１部では、福島大学特任教授の天野和彦氏が、東日本
大震災時に福島県最大級の避難所となった「ビッグパレッ
トふくしま避難所」では最大で約 3,000 人が生活し、長
期化する避難所生活において、様々な問題が発生するたびに知恵を出し合い、問題を1つ1つ解決し避
難所としての役割を果たしていく中で、この避難所を統括された天野氏が、当時の避難所運営の体験談と
ともに、その経験からつくられた避難所運営のリアル意思決定シミュレーションゲーム「さすけなぶる」に
ついてグループワークで学びました。
第２部では、徳島弁護士会弁護士堀井秀和氏が徳島弁護士会と美波町の間で災害協定を結んでいること
から、大災害発生時には、町民への相談業務の支援、さらには被災者の生活再建に必要な制度について
分かりやすい説明をしていただきました。
本年度はコロナ禍の為、参加者を各地区の自主防災会役員のみと制限をさせていただきましたが、各地区
の自主防災会長や徳島大学の学生ら約35名が参加しました。

海部郡３町と徳島トヨペット
グループが包括連携協定を締結

海部郡３町は、徳島トヨペットグループのネット
ワークを活用した取り組みについて、包括的な連
携の協定を締結しました。
安全・安心なまちづくり、産業振興・交流、地域
の活性化等に関することについて支援を受けら
れます。災害発生時には、避難所等における電
動車による外部給電、備蓄拠点での物流支援、
ボランティアの被災地活動に対する移動支援等
を受けることができます。

i

●美波町指揮機関訓練（図上訓練）を開催
11月18日（木）　美波町指揮機関訓練（図上訓練）を実施しました。
南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模自然災害の発生が懸念されている中、南海トラフを震源とする
地震（M8クラス）が発生し、美波町で震度５強を観測、沿岸部に大津波警報が発表されたという想定を
もとに、美波町災害対策本部を設置し、徳島県南部総合県民局、徳島県警察本部、海部消防組合、陸上
自衛隊などの防災関係機関が参加する図上訓練を行いました。

当日の訓練では、約 30名の町職員を３班に編成し、災
害対策本部運営の手順や防災関係機関との連携、地域
防災計画の確認などを行いました。
今後とも町の災害対応能力の強化に取り組むとともに、
地震など自然災害の発生に万全の態勢を整え、町民の皆
さまの安全安心の確保に努めていきます。

昭和の南海地震から12月21日でちょうど75年となる前に、美波町では南海トラフ巨
大地震をはじめ災害への備えとして訓練及び研修会を開催しました。

1 月定例教育委員会の日程

〇日時：1月26日（水）　9時 30 分～
〇場所：日和佐公民館 1階会議室

i

廃食油の回収場所への出し方

家庭の廃食油を美波町役場日和佐本庁、由岐支
所、日和佐公民館、阿部公民館で回収しており
ます。ご持参の際は、ペットボトル等こぼれな
い容器に入れて、しっかりとふたをしてください。
ビニール袋等に入れて回収容器にいれると、油が
こぼれて回収が困難になります。皆様のご理解
ご協力をお願いいたします。

i

【お問い合わせ】
役場住民生活課　☎�77-3613


